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道
路
交
通
法
改
正

六
月
一

日
か
ら
自
転
車
事
故
の
予
防
対
策

に
関
す
る
道
路
交
通
法
の
改
正
法
か
施
行
さ

れ
ま
し
た。

自
転
車
は、

私
た
ち
か
幼
い
こ

ろ
か
ら
親
し
ん
て
い
る
最
も
身
近
な
乗
り
物

で
す
か、

法
的
に
は
歩
行
者
の
延
長
の
よ
う

な
存
在
で
は
な
く
「
軽
車
両」

と
し
て
車
の

一

種
で
す。

そ
し
て、

自
転
車
の
交
通
事
故

は
全
交
通
事
故
の
約
二
割
を
占
め
て
い
ま
す。

殊
に、

近
年
は
対
歩
行
者
と
の
事
故
か
大
輻

に
増
加
し
て
お
り、

こ
れ
に
よ
り
重
大
な
結

果
か
発
生
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
く、

自
動

車
と
異
な
り、

保
険
加
人
か
強
制
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
も
あ
っ
て、

人
身
事
故
が
発
生
し

ま
す
と、

被
害
者
・

加
害
者
の
双
方
の
生
活

か
根
底
か
ら
覆
さ
れ
て
し
ま
う
事
態
も
希
で

は
あ
り
ま
せ
ん。

も
ち
ろ
ん、
自
転
車
で
あ
っ

て
も、

道
路
交
通
法
違
反
行
為
は
刑
事
罰
の

対
象
と
な
る
わ
け
で
す
が、

今
回
は、

罰
則

の
強
化
で
は
な
く、

自
転
車
に
は
免
許
な
く

誰
で
も
乗
れ、

法
規
そ
の
他
安
全
運
転
の
た

め
の
教
育
の
機
会
が
極
め
て
乏
し
い
と
い
う

実
情
に
鑑
み、

ま
ず
は
安
全
教
育
を
広
く
行

お
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
す。

具
体
的
に
は、

三
年
以
内
に
二
回
以
上
所

定
の
危
険
行
為
を
繰
り
返
す
自
転
車
運
転
者

に
対
し、

公
安
委
員
会
か
自
転
車
連
転
者

講
習
を
受
け
る
よ
う
命
令
を
発
し、

三
か
月

以
内
の
指
定
さ
れ
た
期
間
内
に
講
習
を
受
講

し
な
か
っ
た
場
合
に
は
五
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
と
い
う

も
の
で
す。

講
習
は
三
時
間、

講
習
手
数
料

五
七
0
0
円（
標
準
額）
は
命
令
を
受
け
た
自

転
車
迎
転
者
の
自
己
負
担
と
な
り
ま
す。

摘
発
の
対
象
と
な
る
危
険
行
為
と
し
て
は

]

四
項
目
が
定
め
ら
れ
て
お
り、

要
約
す
る

と、

信
号
無
視、

通
行
禁
止
違
反、

歩
行
者

用
道
路
徐
行
違
反、

通
行
区
分
逍
反、

路
側

帯
通
行
時
の
歩
行
者
通
行
妨
害、

遮
断
踏
切

立
入
り、

交
差
点
安
全
進
行
義
務
遠
反
等、

交
差
点
優
先
車
妨
古
等、

環
状
交
差
点
の
安

全
進
行
義
務
違
反、

指
定
場
所
一

時
不
停
止

等、
歩
道
通
行
時
の
通
行
力
法
違
反、
ブ
レ
ー

キ
不
良
自
転
車
運
転、

酒
酔
い
運
転、

安
全

運
転
義
務
違
反
と
い
っ
た
も
の
で
す。

こ
の

中
に
は、

信
号
無
視
や
酒
酔
い
運
転
と
い
っ

た
典
型
的
な
危
険
行
為
も
あ
り
ま
す
か、

自

転
車
の
通
行
特
有
の、

し
か
も
ル
ー
ル
そ
の

も
の
の
周
知
か
十
分
で
な
い
も
の
も
多
く
あ

り、

ま
た、

最
後
の
安
全
運
転
義
務
迎
反
に

つ
い
て
は、
た
と
え
ば、
携
常
霞
話
や
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
を
操
作
し
な
が
ら
の
運
転、

音
楽

プ
レ
ー
ヤ
ー
を
イ
ヤ
ホ
ン
で
聴
き
な
が
ら
の

運
転、

傘
差
し
運
転
な
ど
多
く
の
も
の
が
含

ま
れ
ま
す。

摘
発
の
実
情
と
し
て
は、

軽
微
な
逹
反
に

と
ど
ま
る
と
判
断
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て

は、

指
導、

注
意
で
済
ん
で
い
る
よ
う
で
す

か、

運
転
に
は
心
し
た
い
も
の
で
す

か
も
が
わ

五
十
七
号

Ill
発
行
／
鴨
川
法
律
事
務
所

- 16-


